
第㸯種事業 第㸰種事業

【0日以内

(公表)

住民意見送付 住民意見送付知 事 の 意 見 技術委員会 技術委員会
から90日

㸯月間
㸦電子縦覧・説明会㸧

環境保全の見地からの住民意見 㸦縦覧期間＋㸰週間㸧 環境保全の見地からの住民意見

準
備
書
の
手
続

条例対象外事業 条例対象外事業
アセス必要 アセス不要

㸦縦覧期間＋㸰週間㸧

住民意見の概要 市⏫村長の意見 住民意見の概要

第
㸰
種
事
業

の
判
定
手
続 知事による判定

長野県環境影響評価条例㸦旧㸧

住民意見に対すࡿ事業者見解 市⏫村長の意見

㸦説明会㸧

࠙準備書ࠚの作成

準備書の公告縦覧
㸯月間

環境保全の見地からの住民意見

アセス必要 アセス不要

市⏫村長の意見

方法書の公告縦覧

から90日

市⏫村長の意見

知 事 の 意 見

方
法
書
の
手
続

࠙方法書ࠚの作成 ࠙方法書ࠚの作成

調査・予測・評価の実施ࠊ環境保全のための措置の検討

࠙準備書ࠚの作成

準備書の公告縦覧
㸯月間

㸦電子縦覧・ 説明会䠅

環境保全の見地からの住民意見 㸦縦覧期間＋㸰週間㸧

住民意見に対すࡿ事業者見解 市⏫村長の意見
䠄公表䠅

環境影響評価条例の手続の流ࢀ㸦ᖹ成28ᖺ㸯月13日時点ࠉ新旧比較㸧

㸦縦覧期間＋㸰週間㸧

調査・予測・評価の実施ࠊ環境保全のための措置の検討

長野県環境影響評価条例㸦新㸧

(公表)

㸦公表㸧

䛿改正部分

方法書の公告縦覧

第㸯種事業 第㸰種事業

市⏫村長の意見
䠄公表䠅知事による判定

㸦公表㸧

【0日以内

技術委員会

事業着手

事業完了

㻔供用後も事後調査報告書を一定期間作成㻕供用開始

から120日 技術委員会

࠙評価書ࠚの作成

䠄事業完了ま䛷四半期ご䛸に作成䠅
࠙施工状況等報告書ࠚの作成

㸦公表㸧

䠄原則年１回作成䠅࠙事後調査報告書ࠚの作成

知 事 の 意 見

評価書の公告縦覧

知事の措置要請

事後調査の実施ࠊ環境保全措置の実施

䠄事業完了ま䛷四半期ご䛸に作成䠅࠙施工状況等報告書ࠚの作成

䠄原則年１回作成䠅࠙事後調査報告書ࠚの作成

許認可等 㸦環境影響評価書に対すࡿ配慮を要請㸧

事業者見解送付 公聴会

評
価
書
の

手
続

࠙評価書ࠚの作成

評価書の公告縦覧
㸯月間

㸦電子縦覧㸧

事
後
調
査
の
手
続

許認可等 㸦環境影響評価書に対すࡿ配慮を要請㸧

知 事 の 意 見

から30日間
㸦公表㸧

事後調査の実施ࠊ環境保全措置の実施

環境保全の見地からの住民意見 市⏫村長の意見
䠄公表䠅

㸦縦覧期間内㸧

知事の措置要請 技術委員会㸦公表㸧

㸯月間

事業者見解送付 公聴会知 事 の 意 見
から120日 㸦公表㸧 技術委員会

㸯月間
事後調査報告書の公告縦覧

㸦電子縦覧㸧

事業完了

㻔供用後も事後調査報告書を一定期間作成㻕供用開始

事業着手

㸦公表㸧
࠙事後調査計⏬書ࠚの作成

計⏬書公表


